
令和3年2月1日

令和３年度記入説明書に下記の誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。また、記入説明書の内容について説明を補足しますので、併せてご確認ください。

（正誤表）

№ ページ 見出し等 正 誤 備考

1
（納・調）

６

STEP４　申告申請書等の
提出
「送付又は持参」右欄
<<申告申請書類等>>

ヌ　P122の様式「受理日確認印を希望する事業主の皆様へ」 ヌ　P114の様式「受理日確認印を希望する事業主の皆様へ」

2

（納・調）
（報）
18
ステップ３雇用区分の確認
Ａ「変動なし」の場合

○　80時間未満の月数が半分以上の（12か月の場合６か月以上）
場合
　　→　常用雇用労働者に該当しない労働者

○　80時間未満の月数が半分を超える（12か月の場合７か月以
上）場合
　　→　常用雇用労働者に該当しない労働者

3

（納・調）
82-1
（報）
67-1

（注意）主な法人略称
うち、特定医療法人社団及
び農業協同組合

削除
特定医療法人社団　イ）　（イ）　（イ

農業協同組合　　　　ノウキョウ）　（ノウキョウ）　（ノウキョウ

口座名義に当該略称を使用すると振
込できません。口座名義には正式名
称をご記入ください。

4
（納・調）
110

２⑥（ロ）第１期 １，４１９，０００円 １，３６９，０００円

（補足説明）

№ ページ

1
（納調）
（報）
15

備考
(納・調）：令和３年度障害者雇用納付金制度　障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金支給申請書記入説明書
（報）：令和３年度障害者雇用納付金制度　報奨金・在宅就業障害者特例報奨金支給申請書記入説明書

令和３年度記入説明書正誤表・補足説明

登録型派遣労働者の取扱いについて

　事業所と最初の雇用契約を締結した日から１年を経過した登録型派遣労働者が①から④までの全ての基準を満たした場合、また、事業所と最初の雇用契約を締結した日から１年を経過していない
登録型派遣労働者が⑤の基準を満たし、かつ、今後雇用契約期間が断絶しないと見込まれることにより最初に雇用契約を締結した日から１年以上引き続き雇用されると見込まれる場合は、常用雇用
労働者に該当します。


